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福島県動物愛護管理推進計画（改定案）に関する県民意見 

（７２者、延べ２８２件）への回答 

 

大分類 小分類 件数 意見 回答 
ボラン 
ティア 

について 

連携 
不足 

１１件  動物愛護ボランティアとの連携
が不足している。他自治体における
動物愛護ボランティアとの連携事
例や動物愛護ボランティアの取り
組みを参考にしてはどうか。 

 本県の課題である犬猫の引取
り数及び殺処分数の削減を進め
るには、関係機関や動物愛護ボ
ランティア等との連携を深める
必要があると考えております。 
 このため、他自治体の取り組
みを調査の上、連携のあり方を
検討してまいります。 

役割 
不明 

７件  動物愛護推進ボランティアと動
物愛護推進員の役割がわからない。

 県と連携して活動する動物愛
護推進ボランティア、動物愛護
推進員の役割については、他自
治体での役割区分を調査検討の
上、明確にしてまいります。 

支援 
助成 

８件 動物愛護ボランティアが継続的
に活動できるように、支援をして欲
しい。 

県と連携して活動する動物愛
護ボランティアへの支援につい
て、他自治体の支援状況を調査
の上、必要な支援を検討してま
いります。 

ミルク 
ボラン 
ティア 

５件  新しい飼い主への譲渡を進める
ため、離乳前子猫を育てるミルクや
りボランティア制度を導入しては
どうか。 

 他自 治体の 取り組 みを 参考
に、ミルクボランティア制度の
導入について検討してまいりま
す。 

施策 
への 
参画 

３件 動物愛護ボランティアの意見を
施策に反映させたい。 

福島県動物愛護推進懇談会の
意見を踏まえ、検討してまいり
ます。 

譲渡会 １件  動物愛護ボランティアが飼養管
理している犬猫の譲渡を進めるた
め、行政が主催する譲渡会に参加さ
せて欲しい。 

福島 県 動 物 愛 護 セ ン ター で
は、感染症対策や新しい飼い主
への譲渡を適切に進めるため、
現在 は譲渡 会を開 催しておら
ず、今後の開催も予定しており
ません。 

地域猫
活動の
進め方 

１件  １５ページ、「連携と協働の推進」

において挙げられている「地域猫活

動に取り組む住民との連携」の本文

にある「目的の啓発など」を「地域

住民に対する活動について支援」に

改めてほしい。 

 行政や動物愛護ボランティア
の活動には限りがあり、地域猫
活動の主体となることはできま
せん。住民主体の活動を根付か
せるためには、目的の理解が不
可欠です。このため、原案のとお
りとします。なお、県では、動物
愛護センターにおいて、地域猫
活動のモデル地域を対象に技術
的な支援を行うこととしていま
す。 

動物 
ふれ 
あい 
訪問 
活動 

１件  １４ページ、「動物ふれあい訪問
活動の支援」とはどのようなもの
か。動物の負担にならないか。 

 動物ふれあい訪問活動は、飼
い主と動物のペアが小学校等の
施設を訪問し、動物とのふれあ
いの機会を提供する活動です。
あら かじめ 動物の 性格を見極
め、ふれあい活動中の動物の様
子を注意深く観察することで、
動物の負荷（ストレス）を適切に
管理できることから、ふれあい
活動の手法についてお伝えして
います。 

詳細の
記載 

１件  ボランティアの活動内容や人数
を明記してほしい。 

 動物愛護ボランティアの詳細
につきましては、他自治体の状
況を調査検討の上、整理してま
いります。 

協議会 １件  「動物愛護推進協議会」と「動物 動物愛護推進協議会は、動物



2 / 11 
 

との違
い 

愛護ボランティア」の違いが判らな
い。 

の愛護及び管理に関し関係者に
よる協議を行う場で、動物愛護
ボランティアは、本県の課題解
決に必要な協力をいただく方々
のことです。 

福島県
動物愛
護ボラ
ンティ
ア会と

は 

１件  「福島県動物愛護ボランティア
会」と他の民間団体の違いが判らな
い。「福島県動物愛護ボランティア
会」とは何か。 

 福島県動物愛護ボランティア
会は、県が実施する飼い犬のし
つけ方教室や小学校への獣医師
派遣事業に御協力いただいてい
る各地区（県北・県中・県南・会
津・相双地区）の動物愛護ボラン
ティア会（任意団体）を構成員と
する連合会（任意団体）です。 

譲渡 
推進 

１件  「収容能力の制限」による殺処分
を減らすため、動物愛護ボランティ
アと連携して生存の機会を確保し
てほしい。 

 所有者への返還や新しい飼い
主へ の譲渡 をさら に進めるた
め、他自治体の状況を調査検討
の上、動物愛護ボランティアと
の連携について、検討してまい
ります。 

周知 
育成 

１件  動物愛護ボランティアの参加方
法がわからない。大きな課題である
猫問題に対応できる動物愛護ボラ
ンティアを育成してほしい。 

 本県の課題解決に必要なボラ
ンティアの参加方法や育成につ
きましては、他自治体の状況を
調査検討の上、定めてまいりま
す。 

動物愛護 
推進員 

について 

選定に
ついて 

１７件  動物愛護推進員は、動物の愛護及
び管理について意見を持つ様々な
立場の人を委嘱して欲しい。 
 地域猫活動やＴＮＲを行ってい
る人を選んで欲しい。 

 動物愛護推進員の選定につき
ましては、他自治体の状況を調
査検討の上、本県の課題解決に
必要な方を委嘱できるよう制度
を定めてまいります。 

委嘱 
する 
べき 

１件  施策を推進するには、動物愛護推
進員を委嘱すべきではないか。 

 県は、動物の愛護及び管理に
関する法律第３８条第１項に基
づく動物愛護推進員の委嘱を予
定しています。 

何を 
する 
のか 

２件  動物愛護推進員の活動内容を記
して欲しい。 

 動物愛護推進員の活動内容に
つきましては、動物の愛護及び
管理に関する法律第３８条第２
項の規定及び他自治体の状況調
査の結果を踏まえ、定めること
としています。このため、原案の
とおりとします。 

飼養困
難事例
への対

応 

２件  多頭飼育者や独居高齢者が飼養
困難となった事例では、動物の居場
所の確保が課題となっている。 

 飼養困難事例への対応に必要
な体制整備について、他自治体
の状況を調査の上、検討してま
いります。 

地域猫 
について 

啓発 
と 

周知 

１５件  飼い主のいない猫の引取り数を
減らすには、地域猫活動の普及を図
る必要があるのではないか。 

 県では、住民が主体となって
取り組む地域猫活動を促進する
ため、ホームページ等を通じ、活
動の目的や手法について県民へ
の啓発や周知を実施するととも
に、福島県動物愛護センターに
おいて、モデル地域に対する技
術的な支援に取り組むこととし
ています。 

支援 
の 

内容 

１０件  地域猫活動を支援するとしてい
るが、その内容がわからない。 

 動物愛護センターにおいて、
住民が主体となって実施する地
域猫 活動の モデル 地域を選定
し、技術的な支援を実施いたし
ます。 
 県がモデル地域において支援
を行う地域猫活動では、活動の
自立を目指しており、住民によ
る猫の生息調査・餌場やトイレ
の管理・活動の周知などを経た
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上で、住民が保護した猫を動物
愛護センターにおいて施術する
こととしています。 

財政的
な支援 

１４件  飼い主のいない猫の引取りを減
らす取り組みとして、地域猫活動を
促進するとしているが、不妊去勢手
術等に要する費用の負担が重い。助
成制度を設け、活動を支えて欲し
い。 

 地域猫活動に係る財政的な支
援について、他自治体の支援状
況を調査の上、検討してまいり
ます 

餌やり ７件  「無責任な餌やり行為」との表記
は、地域猫活動やＴＮＲ活動を妨げ
るのではないか。 

 県が考える地域猫活動とは、
地域住民が主体となって取り組
む活動で、地域に生息する猫の
調査に始まり、餌場やトイレの
管理、猫の保護と不妊去勢手術
の実施、活動の周知（地域内での
情報共有）等が活動の継続に不
可欠と考えております。 
 無責任な餌やり行為は、猫の
繁殖を助け、個体数を増やしま
す。その結果、地域の生活環境を
悪化させ、猫や猫に関わる人へ
の憎しみを生むとともに、所有
者のいない猫の引取り依頼が減
らな い原因 ともな っておりま
す。 
 ルールに従って餌やりを行う
ことなど活動について啓発を続
けることで、地域猫活動の理解
が進めば、活動に対する誤解や
偏見が減り、普及に弾みがつく
と考えております。 

手術可
能な動
物診療
施設 

４件  県内には、飼い主のいない猫（野
良猫）の不妊去勢手術を引き受けて
くれる動物病院がとても少なく困
っている。 

 動物愛護センターでは、譲渡
対象犬猫の一部について不妊去
勢手術を行っており、この経験
を活かして、モデル地域におけ
る地域猫活動で保護された猫の
不妊去勢手術を実施することと
しています。 
 飼い主のいない猫の不妊去勢
手術を実施する民間動物病院の
拡充については、関係団体に御
意見を伝えます。 

連携 ７件  地域猫活動の普及には、獣医師会
などの関係団体のほか、活動実績の
ある動物愛護ボランティアとの連
携が必要と考える。 

 地域猫活動に限らず、動物の
愛護と適正飼養の促進には、関
係団体や動物愛護ボランティア
との連携が欠かせないと考えて
おります。 
 このため、他自治体の状況を
調査検討の上、連携のあり方に
ついて検討してまいります。 

助成を
行って
いる市
町村と
の連携 

３件  不妊去勢手術費用の助成を行っ
ている市町村とどのような連携を
するのか。 
 これらの市町村とのみ連携する
のか。 

 県では、中通りで助成を実施
する市町村（中核市を除く）と地
域猫活動のモデル地域選定につ
いて、連携を進めたいと考えて
おります。 

なお、助成制度の有無に関わ
らず、すべての市町村と動物の
愛護及び適正な飼養管理の普及
啓発について連携を行っており
ます。 

連携団
体等の
公表 

１件  行政と連携して施策を進める動
物愛護ボランティア団体等につい
て、公表してほしい。 

 連携団体等の公表につきまし
ては、他自治体の状況を調査の
上、検討してまいります。 
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物的 
支援 

１件  地域猫活動を支援するため、マイ
クロチップやワクチンを配布して
ほしい。 

 動物へのマイクロチップ装着
やワクチン接種は、動物の安全
確保のため獣医師による実施が
必要です。このため、配布の予定
はありません。 

周知 ２件  地域猫の耳カットの理由を明記
して欲しい。 

 計画には明記しませんが、不
妊去 勢手術 を受け た証である
旨、周知してまいります。 

啓発 １件  野良猫を見つけた場合、どう対処
すればいいのかわからないので、啓
発してほしい。 

 保護すべきかどうかの判断や
保護後の適切な飼養管理等につ
いて、ホームページ等で情報発
信してまいります。 

活動の
きっか
けづく

り 

１件  地域猫活動は住民が主体となっ
て取り組むものとされているが、猫
の不妊去勢の先導も住民が行うの
か。 

 動物愛護ボランティアが猫の
不妊去勢手術を先行して行う地
域猫活動も知られていますが、
県がモデル地域において支援を
行う地域猫活動では、持続可能
な基盤づくりを目指しており、
住民による猫の生息調査・餌場
やトイレの管理・活動の周知な
どを経た上で、住民が保護した
猫を動物愛護センターにおいて
施術することとしています。 

表記 
の順 

１件  ８ページから９ページにかけて
記載されている「動物愛護ボランテ
ィアとの連携」と「地域猫活動に取
り組む住民との連携」の掲載順序を
逆にして欲しい。 

 地域猫活動への支援を含む様
々な施策において、動物愛護ボ
ランティアとの連携が必要と考
えておりますので、原案のとお
りとします。 

猫の登
録制度 

１件  飼い主のいない猫について、市町
村に登録する制度を設けて欲しい。

 飼い主のいない猫の管理は、
地域の課題解決のため住民が主
体となって取り組むものです。 

飼い犬を介した狂犬病の人へ
の感染を防ぐために狂犬病予防
法で飼い主に義務付けされてい
る飼い犬の登録制度とは性質が
異なるため、導入は困難と考え
ます。 

市町村
の助成
制度 

１件  地元自治体の助成制度を利用し
たいが、個人宅に居着いた猫も対象
となるのか。団体だけでなく個人も
対象として欲しい。 

 助成制度を利用するには、制
度を運用する各自治体が定める
条件 に合致 する必 要がありま
す。助成を行っている自治体に
御相談願います。 

３ない
運動 

２件  猫の３ない運動（出さない、捨て
ない、増やさない）を広めて欲しい。

 引き続き、３ない運動の標語
を活用し、犬猫の適正飼養の普
及啓発に努めます。 

目標値 
について 

殺処分
数の数
値目標 

２２件  殺処分数の目標は０にすべき。  国の「動物の愛護及び管理に
関する施策を総合的に推進する
ための基本的な指針（以下、基本
指針）」において、殺処分数を減
らし ていく 方針が 示されてお
り、本県もこの方針に則して施
策を進めます。 
 現時点で、殺処分数「０」を目
標とすることは困難ですが、引
き続き「０」に近づくよう努めて
まいります。 

目標設
定の基

準 

２件  目標設定にあたり、令和４年度の
実績ではなく、令和３年度の実績を
基準とするのはなぜか。 

 国の基本指針において、令和
１２年度の殺処分数について、
平成３０年度比５０％減を目指
すとされているところ、本県の
計画が令和６年度に始まり令和
１５年度に終了することから、
令和３年度の実績を基準として
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います。 
収容 
能力 

１件  １４ページに犬猫の殺処分を理
由別に３つに分類する定義が記さ
れているが、２つ目の理由にある
「施設の収容能力の制限」は削除す
べきと考える。収容能力、人員の増
加により解決すべきではないか。 

 この分類は環境省が定めたも
のであり、本県の判断で削除で
きるものではありません。また、
施設の改修や職員の確保に努め
ておりますが、収容能力には限
りがあります。このため、原案の
とおりとします。 

殺処分
機 

１件  殺処分機を廃止して欲しい。  県 及び中 核市の 所掌事 務に
は、狂犬病予防法に基づく動物
の殺処分もあります。職員の安
全を図りつつ動物を殺処分せざ
るを得ない場合があるため、引
き続き殺処分機を維持してまい
ります。 

動物取扱業 
について 

生体販
売の規
制強化 

６件  生体販売を禁止するなど規制を
強化して欲しい。 

 生体販売の手法につきまして
は、様々な問題が指摘され、動物
の愛護及び管理に関する法律が
改正されるたびに規制が強化さ
れてきました。しかしながら、生
体販売は法令で禁止された行為
ではありませんので、県としま
しては、引き続き、動物の適切な
取り扱いがなされるよう、監視
指導を行ってまいります。 

ペット
カーニ
バルの
後援 

４件  県教育委員会はペットカーニバ
ルを後援すべきではない。また、後
援理由が知りたい。 

 後援の可否については、各機
関において判断されるものであ
って、動物愛護管理担当機関が
関与するものではありません。 
 なお、後援の理由については、
福島県教育委員会にお問い合わ
せください。 

監視 
指導 
強化 

４件  犬猫の繁殖販売等を行う事業者
に対する監視指導を徹底して欲し
い。 

 県では、動物取扱業者への監
視指 導を計 画的に 実施してお
り、引き続き、監視指導を実施し
てまいります。 

啓発 
について 

生徒 
学生 
への 
啓発 

５件  教育機関と連携して、子供（小学
生、中学生、高校生）を対象とする
動物愛護の啓発を行って欲しい。 

 小学生が動物についての学び
や動物とのふれあいを通じて、
自分と身近な動物との関わりに
関心を持つとともに、命の大切
さや相手を思いやる気持ちを育
むことを目的に、動物愛護ボラ
ンティアの協力を得ながら、小
学校への獣医師派遣事業を行っ
てきたところです。 
 いただいた御意見につきまし
ては、事業見直しの参考とさせ
ていただきます。 

適正な
飼養管

理 

５件  福島県の殺処分の現状を県民に
周知の上、犬猫の適正飼養について
普及啓発を図る必要があるのでは
ないか。 

 猫の飼い方講習会、飼い犬の
しつけ方教室の場や、新しい飼
い主への譲渡の際に、終生飼養・
屋内飼育・不妊去勢の実施・所有
明示などのほか、犬猫の殺処分
の現状についてお知らせしてい
るところです。 
 また、県のホームページ、県政
広報番組（ラジオ・テレビ）、市
町村広報誌やフリーペーパーな
どを通じて動物の愛護及び適正
飼養に関する知識の普及啓発を
図っているところです。 
 今後も、効果的な周知の実施
について、検討してまいります。
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犬のし
つけ方
教室 

１件  犬のしつけ方教室の開催を増や
して欲しい。 

 県内各地域で複数回実施して
おります。日程につきましては、
動物愛護センター又は中核市保
健所のホームページをご覧いた
だくか、直接お問い合わせくだ
さい。 

遺棄 
防止 

１件  引取り拒否により犬猫が遺棄さ
れることがないように啓発する必
要がある。 

 引取り拒否による遺棄が生じ
ないよう、終生飼養の趣旨に照
らし飼養継続が困難であると判
断した場合や引き取るべき事由
がある場合には、犬猫を引き取
っております。 
 また、動物の遺棄は犯罪であ
り、法令に基づき処罰されるこ
とを啓発しています。 

罰則 
について 

遺棄 １件  愛護動物を遺棄した者を厳重に
処罰してほしい。 

 愛護動物の遺棄に関する刑罰
の判断は司法が行うこととなり
ますので、事案に応じ警察に情
報提供するとともに、求めに応
じ捜査に協力しております。 

虐待 １件  愛護動物を虐待した者に対する
罰則を設けてほしい。 

 本計画は、罰則を定めるもの
ではありません。 
 なお、愛護動物の虐待に関す
る刑罰につきましては、動物の
愛護及び管理に関する法律第４
４条第２項において定められて
おります。 

譲渡 
について 

周知 ３件  犬猫の譲渡事業について、市町村
が管理する施設に情報を掲示する
など、周知を進めてほしい。 

 犬猫の譲渡事業の周知につい
て、市町村等の連携も含め、効果
的な周知に努めてまいります。 

攻撃性
のある 

犬 

３件  野犬や攻撃性のある犬について
も、ドックトレーナーとの連携によ
り馴致を行い、譲渡を進めてほし
い。 

 動物愛護センターにおいて、
馴致訓練を実施しており、譲渡
後の事故を未然に防止するため
適性については慎重に判断する
必要があります。 
 引き続き、動物愛護センター
で馴致訓練を実施し、譲渡を推
進してまいります。 

譲渡対
象動物
の報発

信 

４件  県や中核市の譲渡対象動物に関
する情報をひとまとめに見ること
ができるホームページを設けてほ
しい。 

 県と中核市でホームページの
運用体制が異なり一つにまとめ
ることは困難なため、動物愛護
センターの譲渡に関するページ
内にリンクを設け、中核市保健
所の譲渡対象犬猫を紹介するペ
ージにジャンプできるようにし
ております。引き続き、譲渡対象
犬猫の情報発信に努めてまいり
ます。 

譲渡で
きなか
った犬
猫の殺
処分の
理由 

１件  犬猫を収容する施設の飼養管理
能力を上回ることを理由に、犬猫の
殺処分を行うのはおかしい。 

 現実問題として、施設・人員に
は限りがあり、無制限に動物の
飼養を続ければ、飼育崩壊や虐
待となってしまうことは明らか
です。 
 行政は、狂犬病予防法や犬に
よる危害の防止条例に基づく犬
の捕獲抑留に加え、動物の愛護
及び管理に関する法律に基づき
引取りを拒否できる相当な事由
が無い限り犬猫を引き取らなけ
ればならない義務と収容した犬
猫を適切に飼養管理しなければ
ならない義務があり、能力を超
えて犬猫を収容することは困難
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なため、御理解願います。 
学校等
への譲

渡 

１件  飼い主への返還や新しい飼い主
への譲渡ができなかった犬猫を学
校等に譲渡し、情操教育に役立てて
もらってはどうか。 

 御趣旨は理解できますが、動
物の飼養管理には相当の手間と
費用が必要なうえ、児童等の安
全にも配慮しなければなりませ
ん。教育現場に新たな負担を求
めることとなります。なお、御意
見は、教育委員会と共有します。

出張 
譲渡会 

２件  動物愛護センター以外の場所で
犬猫の譲渡会を行ってはどうか。 

 動物愛護センターでは、感染
症対策や新しい飼い主への譲渡
を適切に進めるため、現在は、譲
渡会を開催しておりません。ま
た、別地での開催についても、前
述の理由に加え、輸送に伴い犬
猫に ストレ スが生 じることか
ら、実施の予定はありません。 

ふれあ
いの機

会 

１件  動物愛護センターで、県民が犬や
猫とふれあえる機会を設けてほし
い。 

 ふれあいに供する猫や来庁者
の感染症や事故のリスクを管理
する必要があり、現時点では、実
施する予定はありません。 

ボラン
ティア
に対す
る監視
指導 

１件  第三者等への譲渡を目的に行政
から犬猫を譲り受ける動物愛護ボ
ランティアについては、その一部で
不適切な飼養管理の実態が明らか
になっており、監視指導を徹底する
必要があるのではないか。 

 犬猫の殺処分数を削減するた
め、自治体から犬猫を引き出し、
第三者への譲渡や終生飼養に取
り組まれている動物愛護ボラン
ティアがいらっしゃいます。そ
のなかには、飼育崩壊による動
物虐待等の深刻な事態に陥る方
がいらっしゃるのも事実です。
飼育崩壊の未然防止や不適切な
飼養管理の改善には、現地調査
等が必要と考えております。 

犬猫の
譲渡判
定基準
の見直

し 

１件  他自治体に比べ、福島県の譲渡不
適犬猫の殺処分数が非常に多い。判
定基準を見直せないか。 

 判定基準は、一般住民の方へ
の譲 渡を前 提とし たものであ
り、見直しの予定はありません。

なお、譲渡不適と判断した犬
猫であっても、譲り受けを希望
する方に十分な飼育管理の御経
験があり、飼育環境が整ってい
れば、当該犬猫の譲渡を行って
おります。 

譲渡適
否の判

断 

１件  １４ページ、「犬及び猫の殺処分
の削減」の項において、環境省が示
す３つの類型の①に「譲渡不適」と
あるが、何を基準に誰が判断してい
るのか。 

 県では、「犬及び猫の譲渡実施
要領」において判定基準を定め、
獣医師を含む２名以上の動物愛
護センター職員による判定と管
理職員の決裁を経て、譲渡に適
する、適さないの判断を行って
おります。 

シェル
ターの
設置 

１件  各市町村に犬猫を収容するシェ
ルターを設けてほしい、 

 ご存じのとおり動物の飼養管
理には、施設の整備と維持管理
及び飼育管理従事者の確保が必
要です。実現は困難なため、御意
見として賜ります。 

譲渡会
の助成 

１件  動物愛護ボランティアが開催す
る譲渡会について、助成してほし
い。 

 現時点で補助を行う予定はあ
りませんが、御意見として賜り、
参考とさせていただきます。 

募集 
期間 

１件  新しい飼い主の募集を一定期間
行ってほしい。 

 県では、譲渡に適すると判断
した犬猫について、３ヶ月間、新
しい 飼い主 を募集 しておりま
す。 

譲渡不
適犬猫
の譲渡 

１件  譲渡不適となった犬猫について
も、譲り受けを希望する人に譲渡し
てほしい。 

 県では、譲渡不適と判断した
犬猫であっても、譲り受けを希
望する方に十分な飼育管理の御
経験があり、飼育環境が整って
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いれば、当該犬猫の譲渡を行っ
ております。 

一時預
かりボ
ランテ
ィアと
の連携 

１件  犬猫の一時預かりボランティア
制度を設けてほしい。 

 犬猫の引取り数や殺処分数の
削減に必要な取り組みの１つと
考えており、他自治体の状況を
調査の上、検討してまいります。

譲渡後
の不妊
去勢の
確認 

１件  行政が譲渡した犬猫について、不
妊去勢の実施状況確認を徹底して
ほしい。 

 県では、譲渡の条件として、犬
猫を譲り受けた者に、不妊去勢
手術を行った動物病院の領収書
を添えた報告書の提出を求めて
おり、これにより確認していま
す。 

市町村
との連

携 

１件  市町村が管理する施設で譲渡会
を実施して欲しい。 

 動物愛護センターでは、感染
症対策や新しい飼い主への譲渡
を適切に進めるため、現在は、譲
渡会を開催しておりません。加
えて、出張譲渡会は、犬猫に輸送
スト レスが かかる こともあっ
て、開催の予定はありません。 

不妊去勢 
について 

助成 ５件  不妊去勢手術費用の助成を受け
たい。 

 地域猫活動のモデル地域につ
いては、福島県動物愛護センタ
ーにおいて、不妊去勢手術の技
術的支援を行います。 
 県におきましては、現在のと
ころ、不妊去勢手術費用の助成
を行っておりませんので、市町
村又は民間団体の助成制度を御
利用ください。 

動物 
診療 
施設 

３件  不妊去勢手術を無料で実施する
動物病院を設けたり、廉価で実施す
る動物病院を増やして欲しい。 

 犬猫の不妊去勢が進まない理
由の１つに手術費用の負担があ
ると認識しておりますが、民間
事業者の料金や事業計画には介
入できませんので、御意見とし
て賜ります。 

他の方
法によ
る繁殖
制限 

１件  繁殖制限措置として示されてい
る方法のうち、不妊去勢以外の方法
は、動物にとってストレスになるの
ではないか。 

 一般家庭で雌雄の分別飼育を
行うことについては、管理が難
しく、繁殖やストレス発生に繋
がることから、不妊去勢の実施
について、引き続き、指導してま
いります。 

不妊去
勢の徹

底 

１件  引取り相談を減らすには、飼い犬
飼い猫の不妊去勢の徹底が必要と
考える。 

 不妊去勢の実施が確実な繁殖
制限措置であることを、引き続
き、指導してまいります。 

１件  猫の不妊去勢に県全体で取り組
むべき。 

 飼い猫、所有者の判明しない
猫の 不妊去 勢の必 要性につい
て、県民への周知をさらに図っ
てまいります。 

１件  猫の不妊去勢を義務化して欲し
い。 

 本計画は、義務を定めるもの
ではありませんので、御意見と
して賜ります。 

多頭飼育 
崩壊等 

について 

マニュ
アルの
作成 

４件  多頭飼育崩壊に対応するためマ
ニュアルを作成してはどうか。 

 環境省が示すガイドラインを
もとに、対応を進めてまいりま
す。 

体制 
整備 

５件 飼育困難や飼育崩壊に至った事
案に対応できる体制を整備してほ
しい。 

関係機関等との連携により、
早期発見・未然防止に努めてま
いります。 

事案を探知された場合は、犬
猫の所在地を管轄する福島県動
物愛護センター（会津支所、相双
支所を含む。）又は中核市保健所
に御連絡ください。 

なお、動物の愛護及び管理に
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関する法律には、動物の所有権
移転について定めがないため、
県や中核市は、飼い主や相続人
の同意なく動物を引き取ること
はできません。 

啓発 １件  高齢者に対し、猫との付き合い方
について講習してほしい。 

 猫の飼い方講習会等の開催に
より、啓発の機会を設けてまい
ります。 

飼い主
等への
配慮 

２件  不適切な飼育や多頭飼育崩壊と
いった事案に対応するため、福祉関
係機関との連携を進めるとあるが、
特定の人物が攻撃対象とならない
よう配慮が必要と考える。 

 差別につながらないよう配慮
しつつ、関係機関等との連携に
より、不適切な飼育の早期発見・
飼育崩壊の未然防止に努めてま
いります。 

災害対策 
について 

避難所 
整備 

１件  ペット同伴避難が可能な指定避
難所を増やして欲しい。 

 指定避難所の設置主体である
市町村に対し、ペット受入可能
な避難所の環境づくりについて
支援を行い、設置を促してまい
ります。 

狂犬病予防 
について 

指導 
強化 

１件  狂犬病予防法で定められた義務
を果たさない飼い主に対し、厳しく
指導してほしい。 

 狂犬病予防法に基づき、犬の
所有者又は管理者に対し、引き
続き必要な指導を行ってまいり
ます。 

動物愛護 
管理担当職員 

について 

増員 ４件  動物愛護担当職員を増員して、課
題解決に取り組んでほしい。 

 引き続き、職員の確保に努め
てまいります。 

あづま総合 
運動公園の猫 

について 

遺棄 ３件  福島市内に所在するあづま総合
運動公園に猫がよく捨てられてい
るので、何とかしてほしい。 

 御意見につきましては、施設
の所在地を管轄する福島市保健
所及び施設を所管する関係機関
に情報提供いたします。 

読みやすさ 
について 

体裁 ２件  行間を空ける等の工夫により、読
みやすくしてほしい。 

 御意見を踏まえ、行間を空け
る、見出しを太字にするなど、体
裁を整えました。 

用語 
について 

意味 ３件  別表１で使われている単語の意
味が分からない。 
 愛玩動物と伴侶動物（コンパニオ
ンアニマル）の違いは何か。 

 別表１の脚注に、用語の説明
を記しました。 
 愛玩動物は、ペットとして飼
われている動物のことを示して
います。伴侶動物（コンパニオン
アニマル）は、飼い主との心の繋
がりがより深い関係にある愛玩
動物として用いています。 

その他 改定や
見直し
の頻度 

２件  計画の改定頻度を５年ごととす
ること。また、１年ごとに計画を見
直すこと。 

国の基本指針において、計画
期間を１０年間とすること、策
定の５年度を目安に見直すこと
と定められているため、原案の
とおりとします。 

また、計画の達成状況を毎年
度点検し、施策に反映させてい
くこととしています。 

支援や
連携の
具体 

６件 連携や支援の具体について、明記
してほしい。 

「連携」や「支援」の具体につ
きましては、他自治体の状況を
調査の上、検討してまいります。

センタ
ーのイ
メージ
改革 

２件  動物愛護センターのイメージが
殺処分の場から譲渡の場に改まる
よう情報発信してほしい。また、動
物愛護センターを一般に開放して
ほしい。 

 動物愛護センターのイメージ
につきましては、センターにお
いて犬猫の譲渡に積極的に取り
組んでいること、飼い主による
終生飼養の徹底や地域住民が飼
い主の判明しない猫との関わり
方を工夫することで犬猫の引取
り数が減り、殺処分数の削減に
繋がることを引き続き県民に発
信してまいります。 
 なお、動物愛護センターの一
般開放につきましては、感染対
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策や安全管理を図る必要がある
ため、御意見として賜ります。 

方向性
の変化 

２件  施策の方向性に変化が感じられ
ない。 

 これまでの計画と同様に、犬
猫の引取り数及び殺処分数の削
減を目指しております。 

中核市
案件へ
の対応 

１件  県は、中核市の案件についても相
談を受けてほしい。 

 自治体ごとに所管する区域が
異なりますので、中核市内の事
案につきましては、中核市保健
所に御相談ください。 
 なお、県に御連絡いただいた
場合は、担当する中核市保健所
に情報提供しております。 

捨て猫
の表記 

１件  ６ページで用いられている「捨て
猫」は使用しないでほしい。 

 一般的に広く用いられている
ことから、原案のとおりとしま
す。 

わかり
やすい
表記 

２件  犬猫の引取り数等の内訳を表や
グラフなどを用いて、わかりやすく
表してほしい。 

 別表１「動物愛護管理業務実
績」において、表形式で記載して
おります。 

福島県
動物愛
護基金 

２件  福島県動物愛護基金とは何です
か。 

 福島県が実施する動物の愛護
及び管理に関する施策に賛同さ
れた方から寄せられた寄付金を
原資とする基金です。自治体の
予算（一般会計）は単年度主義
で、いただいた寄付金を翌年度
に繰り越すことができません。
このため、一般会計の寄付金を
基金に移し、年度に縛られず独
自財源として活用できるよう設
けたものです。 
 県が実施する動物の適正飼養
普及に関する事業や、動物愛護
センターの施設整備事業の財源
に充てるため、毎年度、基金から
一般会計に繰り入れ事業を実施
しております。 

中核市
との連

携 

１件  中核市との連携をどのように考
えているのか。 

 動物取扱事業者に対する監視
指導のほか、犬猫の引取り数や
殺処分数を削減する取り組みに
関する連携を考えております。 

動物愛
護推進
協議会 

１件  動物愛護推進協議会の構成員が
有識者に偏らないよう配慮してほ
しい。また、何について協議を行う
のか。 

 動物愛護推進協議会のメンバ
ー構成や協議内容につきまして
は、他自治体の状況を調査の上、
定めてまいります。 

猫の室
内飼養
尾義務

化 

１件  ４ページ、「飼い主の責務」の項
に、猫の完全室内飼養を追加してほ
しい。 

 猫の 屋内飼 養につ きま して
は、法令で飼い主に義務付けら
れておりませんので、原案のと
おりとします。 

中核市
とその
他の市
町村の
違い 

１件  ５ページ、「市町村（中核市を除
く。）の役割」の項で、中核市が除
かれている理由は何か。 

 中核市については、動物の愛
護及び管理に関する法律に基づ
く事務を県と同様に担っている
ため、一般の市町村とは別に、県
と併せた項に役割を表記してい
ます。 

表記の
重複 

１件  １３ページ、「なお、引取りの可
否については～」の文章が重複して
いる。 

 御指摘のとおり重複しており
ましたので、修正いたしました。

制度の
周知 

１件  犬猫の飼い主探し支援制度につ
いて周知してほしい。 

 犬猫 の飼い 主探し 支援 事業
は、犬猫を譲りたい方と譲り受
けたい方をつなぐ仲介役を行政
が果たすものであり、犬猫の引
取り 数削減 につな がることか
ら、周知を進めてまいります。 

文言の １件  ４ページ、「動物に対して必ずし 御意見のとおりですが、これ
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意味 も好意を持たない人もいます」につ
いて、好き嫌い関係なく、不幸な猫
が増えて困るのは皆同じではない
か。 

は動物に対する感情の持ち方に
ついて表記したものであり、文
意を踏まえ、原案のとおりとし
ます。 

ロード
キル対

策 

１件  犬猫が交通事故で死ぬことがな
いよう対策を進めてほしい。 

 犬の係留や猫の屋内飼養につ
いて、引き続き飼い主や県民に
周知を図ってまいります。 

殺処分
反対 

１件  犬猫の殺処分に反対する。  収容した犬猫について、所有
者への返還や新しい飼い主への
譲渡に取り組んでいますが、す
べてについて生存の機会を与え
るこ とはで きない のが現実で
す。 

犬猫を苦痛から解放する場合
や施設の収容能力を超えないよ
うにする場合などに殺処分（安
楽死）が必要となることを御理
解ください。 

マイク
ロチッ
プの補

助 

１件  マイクロチップの情報登録料を
補助してほしい。 

 犬猫のマイクロチップに関す
る所有者情報の登録やその変更
登録は、法令により所有者に義
務付けられていることから、情
報登 録料の 補助は 実施しませ
ん。 

指導 
強化 

１件  不適正な飼養を行う者に対する
指導を強化してほしい。 

引き続き、動物の不適正な飼
養に関する情報の探知に努める
とともに、飼い主等に対する指
導を行ってまいります。 

文言の
追加 

１件  第３章「動物愛護管理の施策を推
進するための基本方針」の「基本理
念」の項、及び第４章「計画に関わ
る様々な立場の者の役割と責務」に
おいて、「地域住民」について表記
してほしい。 

「県民」に含まれますので、原
案のとおりとします。 

 


